
第４ 法人の状況 
 
１ 資本金の状況 
 本機構の資本金は、平成 19 年 10 月 1 日現在、1 億円です。 
    

２ 役員の状況

 役員の定数は機構法第 7 条の規定により、理事長 1 人、理事 4 人以内及び監事 2 人を置

くとされており、機構法第 9 条の規定により理事長の任期は 4 年、理事及び監事の任期は 2
年となっております。 
 平成 19 年 10 月 1 日現在の役員は、次のとおりです。   

役 職 氏 名 任 期 経 歴 

理事長 
北原 保雄 

 

平成 16 年 4 月 1 日～ 
  平成 20 年 3 月 31 日 

昭和 35 年 4 月 東京都公立学校教員採用 
昭和 43 年 4 月 和光大学人文学部講師 
昭和 46 年 4 月 和光大学人文学部助教授 
昭和 49 年 4 月 筑波大学文芸・言語学系助教授 
昭和 59 年 9 月 筑波大学文芸・言語学系教授 
平成 2 年 4 月 筑波大学文芸・言語学系長 
平成 5 年 4 月 筑波大学付属図書館長 
平成 10 年 4 月 筑波大学長 
平成 16 年 4 月 本機構理事長 

理 事 
 

矢野 重典 
 
 

平成 19 年 4 月 14 日～ 
  平成 20 年 3 月 31 日 
 

昭和 46 年 4 月 文部省採用 
平成 11 年 7 月 文部省教育助成局長 
平成 13 年 1 月 文部科学省初等中等教育局長 
平成 15 年 7 月 文部科学審議官 
平成 16 年 7 月 国立教育政策研究所長 
平成 19 年 4 月 本機構理事 

理 事 長谷川 裕恭 
 

平成 18 年 4 月 1 日～ 
平成 20 年 3 月 31 日 

昭和 49 年 4 月 文部省採用 
平成 12 年 6 月 文化庁文化財保護部長 
平成 13 年 １月 文化庁文化財部長 
平成 13 年 7 月 東京工業大学事務局長 
平成 14 年 11 月 東北大学事務局長 
平成 16 年 4 月 (独)大学評価・学位授与機構理事 
平成 18 年 2 月 本機構理事 
平成 18 年 4 月 再任 

理 事 簑島 則和 
 

平成 18 年 7 月 10 日～ 
  平成 20 年 3 月 31 日 

昭和 43 年 3 月 日本生命保険相互会社入社 
昭和 63 年 7 月 (株）ニッセイ基礎研究所出向、金融研究部長 
平成 年 月 ニッセイ 10  3  投資顧問（株）（現ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（株）） 
   出向、取締役 
平成 13 年 3 月 同社常務取締役 
平成 15 年 6 月 同社常任監査役 
平成 18 年 7 月 本機構理事 

理 事 大貫 賢一 
 

平成 19 年 1 月 1 日～ 
  平成 20 年 3 月 31 日 

昭和 42 年 4 月 日本育英会採用 
平成 15 年 4 月 日本育英会総務部長 
平成 16 年 4 月 本機構総務部長 
平成 18 年 1 月 本機構参与（兼）支部総括室長 
平成 19 年 1 月 本機構理事 

監 事 佐藤 正行 
 

平成 19 年 4 月 1 日～ 
  平成 20 年 3 月 31 日 

昭和 52 年 4 月 学校法人慶応義塾採用 
平成 17 年 11 月 慶応義塾大学学生総合センター事務次長 
平成 19 年 3 月 慶応義塾塾監局参事 
平成 19 年 4 月 本機構監事 

監 事 
（非常勤） 

中野 陽一 
 

平成 18 年 4 月 1 日～ 
  平成 20 年 3 月 31 日 

昭和 49 年   新和監査法人(現あずさ監査法人)採用 
平成  元年   中野公認会計士事務所開設 
平成 16 年 4 月 本機構監事 
平成 18 年 4 月 再任 
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３ コーポレートガバナンスの状況 
 
（１）法による規制 
① 主務大臣等 

本機構の主務大臣は、機構法により文部科学大臣とされており、通則法により、文

部科学大臣は、本機構の理事長及び監事を任命し、または解任することができるとさ

れています。また本機構は、業務方法書の作成及び変更、長期借入や債券発行の際に

は、文部科学大臣の認可を受けることとされています。 
② 会計監査人の監査等 

本機構は通則法により、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決

算報告書について、監事の監査のほか、文部科学大臣が選任する会計監査人の監査を

受けなければならないとされています。また、毎事業年度、財務諸表を作成し、当該

事業年度の終了後 3 月以内に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならな

いとされています。 
③ 会計検査院の検査 

   本機構に対しては会計検査院法に基づいて会計の検査を目的とした会計検査院によ

る検査が行われています。 
   当該検査の観点は以下の通りです。 

・ 決算が予算執行の状況を正確に表示しているか。（正確性） 
・ 会計処理が予算や法令などに従って適正に処理されているか。（合規性） 
・ 事務・事業が経済的、効率的に実施されているか。（経済性、効率性） 
・ 事業が所期の目的を達成しているか、また効果をあげているか。（有効性） 
 

（２）外部評価体制 
本機構の業務の実績評価には、毎年度の業務の実績について行われる年度ごとの評

価と、中期目標期間における業務の実績について行われる中期目標期間ごとの評価が

あります。また業務の実績については、文部科学大臣が任命した外部有識者で構成さ

れる文部科学省独立行政法人評価委員会と、総務大臣が任命した外部有識者で構成さ

れる政策評価・独立行政法人評価委員会によってダブルチェックされることになりま

す。 
本機構はまず、文部科学省独立行政法人評価委員会により、各年度の業務の実績や

中期目標期間の業務の実績について、中期計画の実施状況、中期目標の達成状況等を

考慮の上評価を受けることになります。この独立行政法人評価委員会は、評価の結果、

必要があると認める場合には、本機構に対して業務運営の改善などを求めることがで

きます。 
一方、政策評価・独立行政法人評価委員会は、文部科学省独立行政法人評価委員会

の評価結果の通知を受け、第三者的な立場から調査・審議を行い、必要があると認め

る場合、意見を述べることができるとされています。 
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なお、中期計画では、これら評価の結果は、ホームページ等において国民に分かり

やすい形で公表することとされています。 
 

  文部科学省の評価 
（文部科学省独立行政法人評価委員会） 

総務省の評価 
（政策評価・独立行政法人評価委員会） 

委員：外部有識者の内から文部科学大臣が任命 委員：外部有識者の内から総務大臣が任命 
【主務大臣への意見事項】 
中期目標の決定・変更、業務方法書・中期計画

書の認可時（通則法第 29 条第 3 項、第 28 条

第 3 項、第 30 条第 3 項） 
財務諸表の承認時（通則法第 38 条第 3 項） 
利益残余使途の承認時（通則法第 44 条第 4 項） 
限度額を超えた短期借入金の認可時（通則法第

45 条第 4 項） 
財産処分等の認可時（通則法第 48 条第 2 項） 
役員報酬の支給基準決定時（通則法第 53 条第

2 項） 
 
【評価事項】 
各事業年度に係わる業務の実績（通則法第 32
条第 1 項） 
中期目標期間の業務の実績（通則法第 34 条第

1 項） 
中期目標期間終了時の法人業務の継続必要性

の検討（通則法第 35 条第 1、2 項） 

 
主務大臣、独立行政法人の長に対し必要な資料

提供、意見開陳、説明依頼などを行う権利を有

している 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価事項】 
事務・事業の改廃に関して主務大臣に勧告を行

うことができる 

 
（３）内部管理体制 
 （役員会の運営・業務執行体制） 
   理事長のリーダーシップの下、機動的な運営・業務実施を行えるよう組織運営・事

業実施に関する権限・委任を理事長に集中させるとともに、外部有識者で構成する政

策的、専門的、実務的観点から提言を行う政策企画委員会、企画立案機能をサポート

する政策企画部を設置するなど理事長の補佐体制についても整備しています。また、

理事長、理事等役員及び職員幹部で構成する運営会議を設置、当該会議を定期的に開

催し、重要な方針及び施策に関して審議を行うなど、本機構の業務の適正な管理、効

率的・効果的な運営を図っています。 
 
 （監事監査） 
   本機構の業務の適正かつ効率的、効果的な運営を図ること及び会計経理の適正を確

保することを目的とし、本機構に監事 2 人を置いています（機構法第 7 条）。監事は、

監事監査要綱に基づき、個々の処理の不適正・非効率を指摘するに止まらず、これら

の生ずる原因・理由等の探求及び防止の方策についても配慮し、会計監査人・内部監

査等と連携し本機構の業務の監査を行っています。 
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 （内部評価制度） 
   本機構内に大学等の運営・評価、奨学金、学生支援及び留学生支援の各分野に関し、

広くかつ高い見識を有する者で構成する評価委員会を設置し、本機構の管理運営及び

業務の実績について必要な評価を行うなど、内部評価を客観的かつ効果的に行うため

の制度を設けています。 
 
 （組織運営規程） 

本機構では、中期目標や中期計画を実現するための組織体制の構築に取り組んでお

ります。その具体的な内容は、本機構の組織運営規程に規定されていますが、主な内

容は以下の通りです。 
  ① 組織編成及び運営の基本方針の明確化 

    ア．組織編成・運営の見直しの原則（組織運営規程第 2 条第 1 項） 
     組織に期待される学生支援の方策は、学生の修学環境等の変化に応じ、異なる

とともに、各支援策を相互に連携・補完させ本機構の支援策全体により修学環

境を改善することが求められることから、本機構の組織編成・運営は、時と場

合に応じて、十分な連絡調整を行い、効率的、効果的なものになるよう、常に

見直し、変更していくこととしています。 
    イ．外部知見活用の原則（同第 2 条第 2 項） 
     本機構の業務運営実施には、外部有識者を有効利用・活用しています。 
   ② 政策企画委員会の設置（同第 5 条） 
     理事長が本機構の政策方針等の決定を行うためには高度な知識と洞察、知識・

経験が必要となります。そこで、各分野の優れた知識・経験等を有する者によ

り構成する政策企画委員会を設置し、理事長を補佐しています。 
    
 （コンプライアンス体制） 
   本機構では、社会的信頼の維持及び業務の公正性の確保に資するため、平成 18 年 10

月に「コンプライアンスの推進に関する規程」（平成 18 年規程第 18 号）を制定すると

ともに、コンプライアンス推進会議において決定された各年度のコンプライアンスプ

ログラムに基づき、コンプライアンスの推進を図っています。 
 

（情報公開と個人情報保護） 
本機構では、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第

140 号）及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第

59 号）に基づき、情報の公開及び個人情報の保護に関する規程を制定し、情報の公開の

適正な実施の確保及び本機構が保有する個人情報の適切な管理を図るために情報公開・

個人情報保護委員会を設置しています。 
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 （リスク管理体制） 
   本機構の業務の実情を調査し、その効果的かつ効率的執行を図るとともに、予算執

行及び会計経理の適正を期することを目的として、内部監査のシステムを設けていま

す。内部監査は、理事長が組織の内部体制及び危機管理のために行うものであり、内

部監査規程に基づき、理事長は、各監査事項ごとに役員又は職員のなかから監査員を

任命し、監査計画を作成し実施します。理事長は、監査員の結果報告に基づき、改善

を必要とする事項があると認める場合は、業務又は会計経理に関し必要な措置を講ず

るものとしています。 
 

   75 


